
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
第
九
〇
二
一
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 29 号

平成 15 年

4 月15日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
平
成
十
五
年
香
川
県
告
示
第
二
百
二
号
（
昭
和
三
十
三
年
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
号
（

一

道
路
法
の
規
定
に
基
づ
く
県
道
の
路
線
認
定
）
及
び
昭
和
四
十
年
香
川
県
告
示
第
五
号
（

県
道
路
線
の
変
更
及
び
縦
覧
）
の
一
部
改
正
）
の
一
部
訂
正
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
位
置
指
定
（
二
件
）

（
建
築
課
）

○
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
く
収
納
事
務
の
委
託
　
　
　
　
　
　
　
　
（
住
宅
課
）

○
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
計
課
）

二

○
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
の
取
消
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
）

○
公
印
の
廃
止
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
警
察
本
部
）

○
公
印
の
新
調
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃

）

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
二
件
）

（
県
民
参
画
課
）

三

○
平
成
十
五
年
度
保
育
士
試
験
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
子
育
て
支
援
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

四

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）

（
都
市
計
画
課
）

●
香
川
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

平
成
十
五
年
香
川
県
告
示
第
二
百
二
号
（
昭
和
三
十
三
年
香
川
県
告
示
第
五
百
二
十
号
（
道
路
法
の
規

定
に
基
づ
く
県
道
の
路
線
認
定
）
及
び
昭
和
四
十
年
香
川
県
告
示
第
五
号
（
県
道
路
線
の
変
更
及
び
縦
覧
）

の
一
部
改
正
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

第
二
中
「
津
田
白
鳥
線
」
を
「
津
田
引
田
線
」
に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
坂
土
指
道
　
第
十
八
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
居
字
坂
川
一
五
八
九
―
一
及
び
同
地
先
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
七
六
・
〇
三
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
善
土
指
道
　
第
一
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
四
月
二
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
道
福
寺
角
田
六
九
〇
―
一

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
二
七
・
三
六
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
第
九
〇
二
一
号
）

二

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
、
次
の
者
に
県
営
住
宅
の
家
賃
及
び
駐
車
場
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し

た
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
名
称
　
香
川
県
住
宅
供
給
公
社

二
　
住
所
　
高
松
市
松
島
町
一
丁
目
一
七
番
二
八
号

●
香
川
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県
証
紙

の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
定
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
一
日

二
　
住
所

東
か
が
わ
市
湊
一
八
四
七
番
地
一

三
　
氏
名

東
か
が
わ
市

四
　
売
り
さ
ば
き
場
所

東
か
が
わ
市
湊
一
八
四
七
―
一
　
東
か
が
わ
市
役
所

東
か
が
わ
市
引
田
五
一
三
―
一
　
東
か
が
わ
市
引
田
庁
舎

東
か
が
わ
市
三
本
松
一
一
七
二
　
東
か
が
わ
市
大
内
庁
舎

●
香
川
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き

人
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

取
消
年
月
日
　
　
住
所
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
　
　
　
　
売
り
さ
ば
き
場
所

平
成
十
五
年
三
　
大
川
郡
引
田
町
引
田
　
引
田
町
　
　
　
大
川
郡
引
田
町
引
田
五
一
三
番
地
一

月
三
十
一
日
　
　
五
一
三
番
地
一

大
川
郡
白
鳥
町
湊
一
　
白
鳥
町
　
　
　
大
川
郡
白
鳥
町
湊
一
八
四
七
番
地
一

八
四
七
番
地
一

大
川
郡
大
内
町
三
本
　
大
内
町
　
　
　
大
川
郡
大
内
町
三
本
松
一
一
七
二
番
地

松
一
一
七
二
番
地

●
香
川
県
告
示
第
二
百
四
十
号

香
川
県
大
内
警
察
署
出
納
員
、
香
川
県
志
度
警
察
署
出
納
員
及
び
香
川
県
長
尾
警
察
署
出
納
員
の
使
用

し
て
い
た
次
の
公
印
を
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
香
川
県
大
内
警
察
署
出
納
員
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
　
香
川
県
志
度
警
察
署
出
納
員
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
　
香
川
県
長
尾
警
察
署
出
納
員
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
香
川
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

香
川
県
東
か
が
わ
警
察
署
出
納
員
及
び
香
川
県
さ
ぬ
き
警
察
署
出
納
員
の
使
用
す
る
公
印
を
、
平
成
十

五
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
新
調
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
第
九
〇
二
一
号
）

三

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
香
川
県
東
か
が
わ
警
察
署
出
納
員
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
　
香
川
県
さ
ぬ
き
警
察
署
出
納
員
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●
香
川
県
公
告
第
二
百
四
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
五
年
六
月
二
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
が
わ
福
祉
住
環
境
を
つ
く
る
会

島
田
　
美
和
子

三
豊
郡
豊
中
町
大
字
本
山
乙
二
四
三
番
地

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
会
は
、
建
築
関
係
者
と
福
祉
医
療
保
健
関
係
者
と
の
交
流
と
協
力
に
よ
り
、
高
齢
者
・
障
害
者
・

子
ど
も
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
ま
ち
に
す
る
た
め
、
住
環
境
に
関
す
る
幅
広
い
分
野
で
の
調
査

研
究
お
よ
び
教
育
普
及
活
動
、
自
立
支
援
や
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ま
た
、
不
特
定
多

数
の
市
民
・
団
体
等
を
対
象
に
、
住
環
境
全
般
に
わ
た
る
助
言
又
は
支
援
、
協
力
事
業
を
行
い
、
住
環

境
の
技
術
水
準
の
高
揚
、
生
活
の
質
の
向
上
、
次
世
代
人
材
の
育
成
を
推
進
し
、
も
っ
て
社
会
全
体
の

利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
四
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
五
年
六
月
七
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
五
年
四
月
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
栄
な
ご
み
の
会

松
下
　
和
子

東
か
が
わ
市
与
田
山
四
〇
八
番
地
八

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
や
多
く
の
人
々
に
対
し
て
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
の
も
と
に

福
祉
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
す
べ
て
の
人
に
や
さ
し
く
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
四
十
八
号

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

十
五
年
度
保
育
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
試
験
期
日

平
成
十
五
年
八
月
七
日
（
木
曜
日
）、
同
月
八
日
（
金
曜
日
）
及
び
同
月
十
一
日
（
月
曜
日
）

公

告



平
成
十
五
年
四
月
十
五
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

（
第
九
〇
二
一
号
）

四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

二
　
試
験
場
所

高
松
市
田
村
町
一
一
五
六
番
地
　
香
川
県
立
保
育
専
門
学
院

三
　
受
験
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
十
五
年
六
月
九
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
日
（
金
曜
日
）
ま
で

郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
る
場
合
は
、
受
付
期
間
の
末
日
ま
で
の
消
印
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含

む
。
）
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

四
　
受
験
申
請
書
の
提
出
先

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
十
号
　
香
川
県
健
康
福
祉
部
子
育
て
支
援
課

五
　
そ
の
他

詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
（
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
二
八

四
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
二
百
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
三
月
二
十
八
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名

高
松
市
十
河
土
地
改
良
区
　
　
単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
南
川
西
地
区

高
松
市
西
植
田
土
地
改
良
区
　
単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
藤
原
地
区

高
松
市
一
宮
土
地
改
良
区
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
中
筋
東
地
区

●
香
川
県
公
告
第
二
百
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
南
町
が
土
地
改

良
事
業
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
音
谷
第
一
地
区
）
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
三
月
二

十
四
日
同
意
し
た
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
二
百
五
十
一
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

坂
出
市
西
庄
町
字
大
屋
敷
九
三
―
三

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

坂
出
市
府
中
町
五
〇
〇
一
番
地
九

藤
川
　
康
夫

藤
川
　
マ
リ

●
香
川
県
公
告
第
二
百
五
十
二
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
十
五
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

丸
亀
市
飯
野
町
西
分
字
川
縁
甲
五
九
二
―
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

丸
亀
市
土
器
町
東
四
丁
目
七
二
四
番
地

田
羅
間
　
邦
太


